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写真：2022年夏多頭飼育崩壊により保護された犬
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北海道では、行き場のない犬や猫を新しい飼い主へつないでいく
などの活動をさらに充実させるため、

「動物愛護管理センター」を令和5年度に開設しました。
小さな「いのち」を守るための取組への

ご寄附にご賛同いただける企業様を募集しています。

北海道HP



背景

北海道では、これまで道内の14の（総合）振興局と40の保健所・支所が連携しながら、引き取られ
た犬や猫の新しい飼い主探しを行ってきました。一方で、胆振東部地震や新型コロナウイルス感染症
発生などを踏まえた災害等発生時の体制整備や、多頭飼育崩壊などに代表される不適正飼養事案の防
止に向けた啓発活動の充実などがますます求められています。
また、動物愛護管理法の改正により「動物愛護管理センター機能」について新たに規定されたこと

から、人も動物も安心して暮らせる社会を目指し、Ｒ5年度から動物愛護管理センターを開設しまし
た。

動物愛護管理センターのとりくみ

・保健所で長期収容となった犬猫の搬送及び飼養
・新しい飼い主捜し、譲渡
・動物の愛護及び適正な飼養に関する啓発活動
・災害や新興感染症等発生時における体制整備 等

人と動物が安心して暮らせる北海道へ
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企業版ふるさと納税とは（令和6年度まで適用）

企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する制度です。

最大で約9割の税額が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。

（例：1,000万円寄附をすると、最大約900万円の法人関係税が軽減）

①法人住民税（地方税） 寄附額の４割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
②法人税（国税） 法人住民税で4割に達しない場合その残額(寄附額の1割を限度(法人税額の5%が上限))
③法人事業税（地方税） 寄附額の2割(法人事業税額の20％が上限)

注意点

・1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
・本社（主たる事務所又は事業所）が北海道に所在する場合、寄附はできますが、本制度の対象と
はなりません（寄附額の約3割は損金算入可能です）。

関係機関との連携
・避妊去勢手術
・身体検査 ・治療、介護
・譲渡に向けたトレーニング
・譲渡会の開催
・普及啓発 等

損金算入約３割

通常の寄付

税額控除最大６割
企業負担

約１割

企業版ふるさと納税

寄附額

税額控除の内訳


